
白岡市立学校適正規模・適正配置審議会条例の概要 

 

１ 制定の理由 

白岡市立学校の適正規模・適正配置等に係る調査及び審議を行うこと

を目的として、白岡市立学校適正規模・適正配置審議会を設置するため、

本条例を制定するものである。 

 

２ 条例の概要 

 ⑴ 第１条関係 

   白岡市立学校適正規模・適正配置審議会の設置について定める。 

 ⑵ 第２条関係 

   審議会の所掌事務について定める。 

 ⑶ 第３条及び第４条関係 

審議会は、委員１５名以内をもって組織し、委員の任期は、２年と 

する旨を定める。 

 ⑷ 第５条から第７条関係 

   会長及び副会長並びに会議の運営について定める。 

 ⑸ 第８条関係 

   審議会の庶務は、教育委員会教育部魅力ある学校づくり推進室にお 

いて処理する旨を定める。 

 ⑹ 第９条関係 

   この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定 

める旨を規定する。 

  

３ 施行期日等 

 ⑴ 附則第１項関係（施行期日） 

施行期日は、令和７年４月１日とする。 

 ⑵ 附則第２項関係（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

に関する条例の一部改正） 

 白岡市立学校適正規模・適正配置審議会委員の報酬及び費用弁償に 

ついて定める。 


